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１ 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実 

地域で共に生き、共に育ち、支え合う津久見っ子！ 

ニーズを 

「つかむ」 

支援体制を 

「つくる」 

一貫して 

「つながる」 

保護者・園・学校そして関係機関との切れ目のない連携づくりのもとに、子どもたち一人ひとりの特

別な教育的ニーズを把握し、その能力を最大限に伸長するために、乳幼児期から学校教育修了まで

を見通した適切な指導及び必要な支援の推進・充実を図ります。 

併せて、インクルーシブ教育システムの構築も見据え、学習指導要領や障害者基本法の趣旨に

基づく「交流及び共同学習」、「合理的配慮」、「基礎的環境整備」等を視野に入れて、多様な学びの

場の確保に向けた取組の検討・実施に努めます。 

  これらの施策を通して、社会的自立を図ることのできる力や地域の一員として生きていける力を

培い、共に生き、共に育ち、支え合う共生社会の実現に寄与する津久見市の特別支援教育をめざし

ます。 

 

一人ひとりの 

教育的ニーズに 

応じた指導・支援 

早期からの 

教育相談・ 

支援の充実 

就学から学校卒業

までの一貫した 

円滑なつながり 

  「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、

積極的に参加・貢献していくことができる社会です。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支 

え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会です。このような社会を目指

すことは、津久見市において最も積極的に取り組むべき重要な課題のひとつです。 

 

 



 

 

 

１．本人・保護者の教育的ニーズの把握を図ります。 

（１）学習・生活上の困りの把握 

  ①本人・保護者の教育的ニーズの把握に可能な限り努めます。 

   ◆「地域の高等学校へ進学させたい」「みんなと同じように授業に参加したい」等 

   ◆将来、必要な合理的配慮を自分から申請できるような子どもに育てていくためにも、本人

のニーズを可能な限り把握しましょう。 

   

  ②変更、調整が必要な場面の特定を図ります。 

   ◆各教科、行事、休み時間、給食、清掃等。 

   ◆「活動制限」と「参加制約」のアセスメント 

   

 

 

 

 

 

 

  ③障害の状態の把握に努めます。 

   ◆情報収集・情報の整理 

      

  ２ 

ニーズを「つかむ」～一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援～ 

 

「活動制限」 

個人が活動を行うときに 

生じるむずかしさ 

「参加制約」 

個人が何らかの生活・人生場面に

関わるときに経験するむずかしさ 

合理的配慮が必要な場面が明らかにできる。(見取ることができる) 

ＩＣＦ（国際生活機能分類）を 

活用してアセスメントを！ 

［１４項目で必要な場面を評価］ 

 

ICF（心身機能・身体構造、環境因子）２９項目で特性を評価！ 

ＩＣＦを活用した合理的配慮の提供 



（２）障がいの状態に応じて必要な変更・調整の選択 

  ●学校における合理的配慮の観点：１１項目を参考に検討を行います。 

   ◆障がい種別の具体例も参考にします。 

   ◆全て網羅しなければならないわけではありません。 

  
  

（３）基礎的環境整備（８項目）の確認 

   ●過度な負担でない変更・調整の検討を行います。 

    ◆業務への影響、物理的・技術的制約、人的制約、費用負担程度等 

   
 

３ 



（４）本人・保護者・学校・設置者の合意形成 

  ①保護者等ニーズの確認をします。 

  ②合理的配慮による学びの深まりの提案をします。 

  ③合意形成を行います。 

  ④個別の教育支援計画に明記し、個別の指導計画を活用します。 

 

 
 

（５）合理的配慮の提供、評価と改善 

 ①「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を実行します。 

②本人・保護者が、特定した場面での合理的配慮を評価します。 

（合意形成結果がよかったのかを確認） 

  ②評価結果に応じて、終了や修正を行います。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 

合理的配慮検討・提供のための「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」について 

【合理的配慮の法的義務化】 

●公立学校では合理的配慮の不提供が禁止された。（障害者差別解消法 H28 4.1 施行） 

●提供した合理的配慮を「個別の教育支援計画」に記載することが望ましい。 

【合理的配慮提供の根拠資料に！】 

●保護者との合意形成のための資料 

●入試・進学先への合理的配慮申し出のための根拠資料 

●事業主に合理的配慮を申し出るための根拠資料 



【合理的配慮の検討手順】 

 

 

【合理的配慮検討・提供のための「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」作成フロー】 

       ５ 



２．「ユニバーサルデザイン（ＵＤ）」の良さを取り入れた教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

６ 

「ユニバーサルデザイン」の良さを取り入れた教育とは、「配慮の必要な児童生徒にとって、 

なくてはならない支援」であり、「すべての児童生徒にとって、あると便利な支援」を行うこ 

とで、すべての児童生徒にとっての「分かる・できる」を保障する教育（学級づくり・授業づ 

くり）です。 

 ＵＤとは、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわ 

らず、最初からできるだけ多くの人が利用可能なデザインを行うことです。 

 これを教育に当てはめ、「すべての児童生徒にとって『わかる、できる』を保障する授業を 

デザインすること」を目指しています。 



○『「ユニバーサルデザイン」の良さを取り入れた学級・授業づくりハンドブック』の活用 

 ◆［学級の実態］［教師のねらい］［教科の特性］等を考慮して、７つの視点の中から必要だと思う

方法を選択しましょう。 

 

【７つの視点】 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

１関係づくり 

  人間関係の適切な形成こそが、学級・授業づく

り等のあらゆる教育活動のベースとなります。 

  そのため、お互いの個性を認め合い、共に学ん  

 でいこうとする雰囲気や一人ひとりの困りを適切  

 に把握し、サポートできる機能を持った学級経営 

を目指しましょう。 

２教室環境 

教室は、児童生徒が学校での生活の大半を過ごす

場です。そこでは、各教科の学習や特別活動、休憩

中の仲間とのふれあい等様々な活動が行われます。 

これらの学習活動がよりスムーズに行われるた

めには、学級の実態に応じた環境作りが大切です。 

児童生徒一人ひとりが、安心して学ぶことができ

るように教室環境の工夫をしてみましょう。 

 

３学習や生活のきまり 

新しいきまりの定着には、時間がかかります。ま

してや、「誰もがわかっていて当然と思われる『暗

黙のルール』」を全員が理解するには大変な困難が

予想されます。 

誰もが分かりやすくシンプルなきまりをあらか

じめ示しておくことで、学級の中の統一された判断

基準となります。 

４授業の組み立て 

  校種や学年、教科の特性等によって、授業の組  

 み立て方は異なることがあります。しかし、毎回  

 授業の流れが大きく変わったり、担当教員の思い  

 だけで授業を組み立てたりすると、児童生徒も、 

そのつど学び方や行動の仕方を変えなければなり 

ません。すべての児童生徒が安心して学習できるよ 

うに授業の組み立て方を工夫しましょう。 

 

５教師の話し方、発問や指示 

教師の児童生徒への働きかけの大部分は「話すこ

と」です。しかし、人はそれぞれに話し方の癖を持

っており、その癖が無意識に出てしまうことで、伝

わりにくくなることがあります。 

また一般的に、「話して」が「聞きて」に与える

印象は、話の内容だけでなく、視覚的情報や非言語

的(声・表情・振舞・服装等)な部分の影響も大きい

とされています。わかりやすいメッセージを与える

ための工夫を考えてみましょう。 

６板書の仕方とノート指導 

今、何を学習しているのかなどを板書すると、必

要な情報を全員で共有することができます。また、

何をするべきかが明確になることで児童生徒の集

中力も高まります。 

授業のねらいに応じて板書を構造化したり、児童

生徒のノートと一体化した板書の工夫をしたりす

ることで分かりやすい板書をつくりあげましょう。 

７教材・教具 

教材・教具は、教育効果を高め、基礎的・基本的

理解を促すうえで、とても重要です。 

授業のねらいを達成するために、児童生徒の実態

に着目して、得意なやり方を取り入れたり、教材・

教具を工夫したりすることは、学習への興味・関心・

意欲を高め、「分かる・できる」授業の実現につな

がります。 

 

問題行動は、 

『不適応というやむを得ない適応行動』 

⇒「困っているんだ」のサイン！ 

 

「問題行動を何とかしたい」と一番強く

思っているのは、本人です！ 

どの視点の手立てを、どれくらい使うかは、学級の実態や教科 

の特性、授業 のねらいなどに合わせて考えます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．関係機関との連携を推進します。 

（１）特別支援教育連携協議会の開催 

  ○年間２回開催⇒早期からの支援につなげるための連携を図ります。 

○津久見市医師会・健康推進課・障がい福祉サービス事業所うばめ園・ 

NPO 法人やまびこクラブ・サポートセンター竹とんぼ・福祉事務所・退職校長・ 

臼杵支援学校・幼保園・小中学校・市教委 

  

（２）地域自立支援協議会による幼稚園・保育園巡回訪問の実施 

   ○市内８園を年間２回訪問し、情報交換を行います。 

   ○福祉事務所・臨床心理士・NPO 法人やまびこクラブ・ 

サポートセンター竹とんぼ・健康推進課・市教委 

 

（３）就学児に係る情報交換会の開催 

   ○年間２回開催 

○幼稚園・保育園巡回訪問による情報と市人同研・幼保小担当巡回訪問による情報を各小学校

と共有し、就学に向けた支援の検討を行います。 

 

（４）「つくみっこ子育てホットライン～つながる絆～」の活用 

   ○各関係機関・幼保園・小中学校に配布・掲示し、周知を図ります。 

   ○市５歳児健診において、市教委が保護者に配布・説明を行い、支援について周知を図ります。 

 

（５）大分大学地域医療・小児科分野：是松教授との連携 

   ○市５歳児健診等の他、幼保園・小中学校への訪問・相談等で連携し、早期からの支援につな

げます。 

 

（６）就学支援委員会の充実 

   ○年間３回開催（調査部会年間７回開催） 

   ○支援の必要な児童生徒について調査・検討を行い、適切な就学支援に努めます。 

○津久見市医師会・健康推進課・NPO 法人やまびこクラブ・サポートセンター竹とんぼ・ 

福祉事務所・退職校長・臼杵支援学校・幼保園・小中学校・市教委 

 

 

 

      ８                

支援体制を「つくる」 ～早期からの教育相談・支援の充実～ 

 

将来の社会的自立に向けて、様々な教育的ニーズをもつ子どもたちがその能力や可能性を一層伸

長していくことができるよう早期からの発達段階に応じた適切な情報提供及び一人ひとりの気持ちをく

みとる場や相談できる場の提供等、相談体制を整備していくよう努めます。 

また、入園、入学、入学後、転校、卒業などによって途切れることのない相談・支援やその間の教育、

保健、福祉、医療や市の関係機関における継続的な連携にも努めていきます。 

 

 

       

       

      

 

 



（７）臼津地区特別支援教育コーディネーター等情報交換会 

   ○年間２回開催⇒臼杵支援学校・津久見市教委・臼杵市教委の三者で企画・開催。 

   ○臼津地区の幼保園・小・中学校・高等学校の特別支援コーディネーターが集まり、課題や疑

問点、地域の実情等を出し合いながら情報交換を行い、縦・横の連携の強化を図ります。 

 

（８）津久見市巡回相談の実施  

○相談員 末松綾美 (臨床心理士） 

○気になる児童生徒について観察し、支援の在り方について相談を行います。 

  

（９）臼杵支援学校巡回相談の実施 

   ○相談員 臼杵支援学校特別支援コーディネーター等 

○気になる児童生徒について観察し、支援の在り方について相談を行います。 

 

（10）専門家チーム相談会 

   ○年間２回開催 

   ○相談員 ガイダンスカウンセラー・臨床心理士・特別支援教育に係る県・市教委指導主事・ 

臼杵支援学校特別支援コーディネーター等 

   ○困りを抱え、特別な支援を必要とする子どもの保育、教育に関わる保育士・教職員を対象に、

専門家チームが支援の在り方等について相談を行います。                                   

 

 

 

２．校内支援体制の充実を図ります。  

（１）校内委員会を設置し、その役割の充実を図ります。 

   ○学校内における全体的な特別支援教育に関する支援体制を整備するための委員会。 

○校内委員会を設置するとともに、特別支援教育コーディネーターを指名し、その機能が十分発 

揮できるよう分掌に位置づけることが重要です。 

 【校内委員会の役割】 

   ◆学習面や行動面で特別な教育的支援が必要な児童生徒に早期に気付く。  

   ◆特別な教育的支援が必要な児童生徒の実態把握を行い、学級担任への支援方策を具体化する。  

◆保護者や関係機関と連携して、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の個別の教育支援計

画を作成する。 

◆特別な教育的支援が必要な児童生徒への指導とその保護者との連携について、全教員の共通

理解を図る。また、そのための校内研修を推進する。 

【特別支援教育コーディネーターの役割】 

   ◆学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整役、保護者に対する相談窓口、校内委員会の

運営や推進役といった役割を担っています。 

 

（２）校内の教職員の理解推進と専門性の向上に努めます。 

 

 

 

 

９ 

特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援を校内で適切に行うためには，教職員の十分な共通理解とＬ

Ｄ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症に関する専門的知識や理解が欠かせません。そのために校内研修を組織的に活用し、

教職員の意識改革や特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する指導力を高めていくことが求められます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．幼保・小・中の連携を推進します。 

（１）津久見市特別支援連携協議会を核とした支援システムの構築 

  ①「つくみっこ子育てホットライン～つながる絆～」の活用を推進します。 

   ○乳幼児期から就学、就労までを見通した津久見っ子の子育て支援システムの構築。 

  ②地域自立支援協議会・幼保小部会等と連動した連携システムの構築に努めます。 

○情報連携⇒幼稚園・保育所、小学校の教員・保育士が入学前に子どもの情報交換を行う。 

   ○行動連携⇒相互に教育・保育を参観し合い、事後に意見を交換し合う。 

   ○目標連携⇒目指す子ども像をはぐくむ連携カリキュラムを作成する。 

  ③「連携シート」の活用の推進に努めます。 

 

（２）アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムの作成（⇒津久見市スタートブックの活用） 

   ○平成 29 年度市内全校におけるスタートカリキュラム実働を目指します。 

   ○アプローチカリキュラム作成に向けた幼保園との連携を始めます。 

１０ 

一貫して「つながる」 ～就学から学校卒業までの一貫した円滑なつながり～ 

 
  子どもたちの多様なニーズに的確に応えていくためには、教員だけの対応だけでは限界がありま

す。校長のリーダーシップのもと学校全体で対応するとともに、医療・福祉・心理などの専門職の活用、

大学・民間との提携・協力体制の充実等、各学校がおかれた地域の教育資源の組み合わせにより地

域全体で子どもたちを支えていくことが必要になります。そのための新な連携体制の構築に努めてい 

きます。 

 



（２）「津久見市相談支援ファイル」の活用推進を図ります。 

   ○「連携シート」とともに進学・進級の際の子どもの確かな情報共有・引き継ぎに役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

（３）津久見市就学支援委員会の充実を図ります。 

   ○就学から中学校卒業までを見通した、一貫した円滑な「つながり」を目指し、各関係機関と

連携を進め、子どもと保護者の願いに寄り添った就学支援の推進に努めます。 

    【平成２７年度津久見市就学支援委員会より】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１ 

○できる限り早い段階における子どもの困りや特性を発見し、早い段階から基礎的な養育を行い、小学校入

学へとつないでいくことがとても大切である。そうすることで、子どもにとってとてもスムーズに就学し

ていくことが可能となる。 

○保護者に学校の先生だからこそ話せること、相談員だから話せることなど、それぞれの立場や存在が連携

して保護者にかかわり支えていくことが大切である。一人一人の子どもにとって、そんな支えとなるキー

パーソンを一人作っていくこと、作っておくことが大切である。 

○「保護者と十分話をし、理解を得たうえで」とはいうものの、実際先生から説明等を受けた時、「支援学

級に在籍すれば～という環境が作れますよ。」とか「その先の高校進学については、～や～という進路も

考えられますよ。」という具体的な部分やその先の見通しについて、必ずしも十分な話と保護者の理解を

得られているとは言えないのではないか。進路などについて、きちんと説明していくことがやはり求めら

れているのではないか。 

 

 障がい基礎年金を 20歳で申請する際に、

成育歴等の記録が少ないので困ることがあり

ます。「竹とんぼ」が小・中学校等に聞き取 

りをして申請している実態もあります。 

 将来、子どもが合理的配慮の提供を申

請するときの大切な根拠資料ともなりま

す！（「個別の教育支援計画」ともリンク   

           するものです。） 

  



 

 

 １２ 


